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１．受付事件の状況 

事件の表示 事  件  名 受付年月日 

千葉県 

令和３年(調)第２号事件 

 

コンクリート工場からの騒音等被害防止請求事件 
R３.７.16 

滋賀県 

令和３年(調)第１号事件 

 

クリーニング工場からの騒音等被害防止請求事件 
R３.８.４ 

東京都 

令和３年(調)第７号事件 飲食店からの騒音防止請求事件 
R３.８.23 

神奈川県 

令和３年(調)第３号事件 

 

マンション借室電気室からの騒音防止請求事件 
R３.９.２ 

広島県 

令和３年(調)第１号事件 金属製品製造工場からの悪臭被害防止請求事件 
R３.９.21 

２．終結事件の概要 

事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

茨城県 茨城県 運輸・物 令和３年２月12日受付 令和３年７月６日 

令和３年(調) 住民１人 流会社  調停取下げ 

第１号事件   

 被申請人事業場からの振動及 申請人は、都合によ

[物流倉庫からの

振動防止等請求

び騒音の発生により、穏やか
な生活をする環境が奪われた
ことやトラックがいつ来るか

り、調停申請を取り
下げたため、本件は
終結した。 

事件] 分からない不安等により、精
神的苦痛、睡眠を妨げられた
ことによる身体的苦痛を受け
ているため。よって、被申請
人は、(1)振動及び騒音をな
くし日々平穏な生活ができる
ような環境に戻すこと。その
ためにはa)業務時間を平日９
時から17時までにすること。
b)業務日を月曜日から金曜日
までの平日のみにすること。
c)年末年始の期間（毎年12月
30 日から１月３日まで）は
業務をしない日にすること。
d)上記a)b)c)以外は、申請人
と被申請人双方の合意ができ
ない場合は業務をしないこ
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

と。e)物流倉庫の申請人宅側
の面に鉛入り防音シートと吸
音シートを設置すること。f)
床全面に防振効果が見込める
厚さ５ミリメートル以上で塗
装等を施すこと。効果が無く
なった時及び５年ごとに塗り
替えを実施すること。塗装の
施工後に年月日が記載された
写真を提供すること。g)配達
車全車両に荷物の重量に見合
った厚さ5センチ以上の防振
マットを荷室全面に設置する
こと。h)荷物を物流倉庫床面
で取り扱う時は荷物の重量に
見合った厚さ５センチ以上の
防振マットを床面に設置しそ
のうえでのみ取扱をするこ
と。i)カゴ車には荷物の重量
に見合った厚さ５センチ以上
の防振マットを設置しその上
に荷物を載せること。j)配達
車、カゴ車及び床面で使用す
る防振マットには購入年月日
を記し、2年ごとに新品と交
換すること。k)トラックのパ
ワーゲートと物流倉庫床面が
接地する箇所には防振ゴム等
で防振するとともに作業時に
は補助部品等を境界面に設置
して作業すること。l)トラッ
クからカゴ車を降ろすときは
二人以上で作業し、カゴ車車
輪が物流倉庫床面に接地する
前に一度完全に停止させるこ
と。m)トラックにカゴ車を載
せる時は二人以上で作業し、
勢いをつけて載せるようなこ
とをしないこと。必要であれ
ばウィンチ等を使用するこ
と。n)全車両の全てのドアは
ラッチやヒンジ等に潤滑剤等
を塗布して軽く締められるよ
うにすること。または電動化
すること。o)手で扱う荷物等
は、 荷物の荷重が完全にテ
ーブル等に移行するまで力を
抜かないこと。軽い荷物であ
っても投げたり落としたりし
ないこと。p)計量器を用意
し、荷物を置くときに荷物重
量の最大値で1.2倍以上が計
量器に加わらないように荷物
を置く訓練をすること。q)シ
ャッターは開閉時における異
音が発生しないように常時メ
ンテナンスをすること。r)物
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

流倉庫内に、正確な時間と作
業状況がよくわかるようカメ
ラを複数台設置し映像及び音
を常時記録すると同時に、振
動を常時測定できるものを最
低1台設置すること。申請人
から要求があったときに映
像、音及び振動の情報が得ら
れなかった場合は情報が得ら
れない時間につき損害金を支
払うこと。納得できる理由書
を提出すること。s)申請人が
上記r)の設置状況確認を要求
したときはいつでも物流倉庫
内への立ち入りを許可し状況
を報告すること。t)作業時は
振動及び音の発生がないよう
に今まで以上に十分に注意を
払い作業をすること。u)申請
人宅及び周辺の狭い公道にト
ラックを駐停車しないこと。
v)上記にある全てを実施して
も振動及び音の発生によって
睡眠が妨げられる場合は物流
倉庫全体に専門業者による有
効な方法をもって防振及び防
音対策を施すこと。(2)申請
人の精神的苦痛や身体的苦痛
に対して損害賠償として金
500万円の支払いを求める。 

東京都 東京都 物流会社 令和２年10月１日受付 令和３年７月15日 

令和２年(調) 住民２人  調停打切り 

第３号事件   

 被申請人事業地の倉庫及び隣 調停委員会は、２回

[物流倉庫からの

騒音防止請求事

接する駐車場から発生する騒
音のため、慢性的な睡眠不足
をはじめ、血圧の上昇、動悸

の調停期日の開催等
手続を進めたが、合
意が成立する見込み

件] 等の被害を受けている。よっ がないと判断し、調
て、⑴被申請人は、防音壁を 停を打切り、本件は
設置するなどして、被申請人 終結した。 
の倉庫と隣接する駐車場から
の騒音を東京都が定める騒音
に係る規制基準値以下に低減
すること、⑵被申請人は、倉
庫と隣接する駐車場での操業
時間を午前９時から午後５時
までとし、夜間及び土日の操
業は行わないこと、⑶上記の
処置をとらない場合、被申請
人は、倉庫と隣接する駐車場
を現在地から移転すること。 

神奈川県 神奈川県 神奈川県 令和３年３月15日受付 令和３年７月５日 

令和３年(調) 住民１人 住民１人  調停打切り 

第２号事件   

 被申請人敷地内の家庭用省エ 調停委員会は、２回

[隣家からの低周 ネ給湯器の低周波音により申 の調停期日の開催等
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

波音防止請求事 請人が体調不良、睡眠障害と 手続を進めたが、合

件] なっているため。よって、被 意が成立する見込み

申請人は、敷地内の家庭用省 がないと判断し、調

エネ給湯器を申請人への低周 停を打切り、本件は

波音の影響がない場所へ移設 終結した。 

若しくは停止して低周波音を

なくすこと。 

大阪府 大阪府 社団法人 令和２年８月26日受付 令和３年８月23日 

令和２年(調) 住民４人  調停打切り 

第５号事件   

 申請人らは共同住宅に居住し 調停委員会は、４回

[球技施設から生 ており、内１人は所有者であ の調停期日の開催等

じる騒音振動被 る。被申請人の営業する球技 手続を進めたが、合

害防止請求事件] 施設から発生するボールの音 意が成立する見込み

や利用者が騒ぐ声などの騒音 がないと判断し、調

及び振動により生活に支障を 停を打切り、本件は

きたしている。申請人らは被 終結した。 

申請人に対し数回にわたり苦

情を申し入れたが改善され

ず、本件調停に及んだもので

ある。よって、⑴ 被申請人

は、建物において令和２年８

月17日から行った工事の詳細

な内容を明らかにすること。

⑵ 被申請人は、同建物で球

技施設の営業を行うに当た

り、当該営業によって生ずる

騒音及び振動を申請人の受忍

限度にとどめるための必要な

措置（上記⑴工事による騒音

及び振動の低減の効果測定、

その測定結果を踏まえた追加

工事、営業時間の限定等）を

講じること。 

大阪府 マンショ 建設会社 令和２年９月９日受付 令和３年８月10日 

令和２年(調) ン管理組  調停成立 

第７号事件 合   

 申請人は、マンション管理組 調停委員会は、５回

[建設工事騒音振 合の理事長である。被申請人 の調停期日の開催等

動等被害防止請 は、申請人のマンションの東 手続を進めた結果、

求事件] 隣に８階建てのマンションの 調停委員会の提示し

建設工事を開始している。申 た調停案を当事者双

請人側マンションの住民は住 方が受諾し、本件は

環境悪化を懸念しており、被 終結した。 

申請人は工事開始前に申請人

側マンションの住民に対して

説明会を開催し、その後も一

定の交渉を行ったが、双方の
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

主張に隔たりがあり、懸念が

解消されないことから本調停

に及んだ。よって、⑴被申請

人は、マンション建設工事中

の騒音及び振動を軽減する措

置をとらなければならない。

⑵被申請人は、工場完成後に

発生する可能性のある騒音に

ついて、これを軽減する措置

をとらなければならない。⑶

被申請人は、マンション屋上

に設置する排気管の設置箇

所・個数・形状について明ら

かにするとともに、その臭気

が申請人側のマンションへ流

入しないための措置をとらな

ければならない。⑷被申請人

は、マンション建設による日

照影響について調査を行い、

日照時間の短縮による住環境

の悪化を軽減する措置をとら

なければならない。 

大阪府 大阪府 大阪府 令和２年11月24日受付 令和３年７月28日 

令和２年(調) 住民３人 住民２人  調停成立 

第８号事件   

 申請人らは集合住宅の住民で 調停委員会は、４回

[集合住宅騒音被 あり、被申請人は、申請人の の調停期日の開催等

害防止請求事件] 上階に居住している。約１年 手続を進めた結果、

前から、被申請人は椅子を引 調停委員会の提示し

く音、人が飛び跳ねる振動等 た調停案を当事者双

を深夜に及ぶまで発してい 方が受諾し、本件は

る。そのため、申請人はマン 終結した。 

ション管理組合を交えた被申

請人との協議や、Ａ警察署へ

の通報を行ったが、一向に改

善が見られなかったため本調

停に及んだ。よって、⑴被申

請人は、騒音について防音措

置を講ずるなどの対策を講じ

なければならない。⑵被申請

人は、重量衝撃音について軽

減する措置を講じなければな

らない。⑶被申請人は、午後

８時から午前７時まで防音措

置を講じなければならない。 

大阪府 大阪府 建材販売 令和３年１月４日受付 令和３年８月６日 

令和３年(調) 住民１人 会社  調停成立 

第１号事件 倉庫会社   
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事件の表示 申請人 被申請人 請求の概要 終結の概要 

 遅くとも５年ほど前から、被 調停委員会は、３回

 申請人が管理する砂等が、申 の調停期日の開催等

[粉じん被害防止 請人が所有・共有する土地に 手続を進めた結果、

請求事件] 飛散し、申請人が所有又は管 調停委員会の提示し

理するソーラーパネルの汚損 た調停案を当事者双

及び発電量の低下や建物・自 方が受諾し、本件は

動車・貨物の汚損等の被害が 終結した。 

生じている。これまで申請人

から被申請人に対し防塵柵の

設置や損害賠償等を求めてき

たが、解決が困難と思料した

ため、本件調停申請に及んだ

ものである。よって、⑴被申

請人は、被申請人が管理する

砂等について、防塵柵を設置

するなどの対策を講じなけれ

ばならない、⑵上記措置を取

らない場合は、半年の猶予期

間後、工場を移転しなければ

ならない、⑶被申請人は、申

請人に対し、金3,349,460 円

を支払わなければならない。 
 

 
（注）上記の表は、原則として令和３年７月１日から令和３年９月 30 日までに各都道府県公害審査会等から当委員会に報告が

あったものを掲載しています。  
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